
指定短期入所生活介護施設 
特別養護老人ホームなの花荘重要事項説明書 

 

１．事業所経営法人 

(1) 法人名       社会福祉法人けやき 

(2) 法人所在地   〒 997-1301    山形県東田川郡三川町大字横山字堤 189番地 2 

(3) 電話番号     ０２３５－６６－４８３１ 

(4) 代表者氏名   理事長  本多 一明 

(5) 設立年月日   平成６年４月２７日 

 

２．利用事業所     

 (1) 事業所の種類     指定短期入所生活介護事業所 

[平成１２年４月１日指定  山形県 第 0673000287号] 

※ 当事業所は指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム 

なの花荘に併設されています。 

(2) 事業所の目的    

  指定短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、契約者が、その有する能力に応じ可

能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、日常

生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、短期入所生活介護サー

ビスを提供します。 

     

３．事業所の運営方針 

(1) 当事業所において提供する短期入所生活介護は、介護保険法、並びに関係する

厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとします。 

(2) 当事業所は要介護状態等となった場合においても、その契約者が可能な限りそ 

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、契約者の心身の機能の維持並びに契約者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものとします。 

(3) 当事業所の介護モットーは『笑顔で・やさしく・ゆっくりと』です。 

 

４．事業所の概要 

名    称 指定短期入所生活介護施設特別養護老人ホームなの花荘 

所 在 地 〒 997-1301 

山形県東田川郡三川町大字横山字堤 189番地 2 

電話番号 ０２３５－６６－４８３１ 

管 理 者 施設長  本 多 一 明 

利用定員 ２４名 

開設年月日 平成７年４月１日 



５．事業所が提供するサービスの相談窓口 

担    当    ショートステイ係長  伊藤 千絵 

電話番号    ０２３５－６６－４８３１ 

 

６．事業所の職員体制 

別紙のとおり 

 

７．事業所の設備概要 

     別紙のとおり 

 

８．サービスの内容 

提供するサービスの内容は、次のとおりです。 

サ ー ビ ス 内               容 

① 居       室 全室個室となっております。 

② 

 

食       事 

 

朝食 ７：４５～  昼食 １２：００～  夕食 １７：３０～ 

※ 原則として食堂でおとりいただきます。 

③ 

 

 

入       浴 

 

 

週に２回入浴していただけます。（一般浴・リフト浴・機械

浴で身体の状況に合わせて入浴していただけます。） 

但し、状態に応じて清拭となる場合があります。 

④ 

 

介       護 

 

短期入所生活介護計画に沿って下記の介護を行います。 

 ・食事、入浴、排泄、移動、着替え、体位交換等の介助 

⑤ 機 能 訓 練 短期入所生活介護計画に沿って機能訓練を行います。 

⑥ 生 活 相 談 生活相談員が、介護を含めた日常生活全般に関することに

ついて相談を承ります。 

⑦ 健 康 管 理 看護職員が、契約者の健康管理に関わる援助をします。ま

た、健康に関する相談を承ります。 

⑧ 理容サービス 料金は別途かかります。 

⑨  レクリェーション等 季節ごとの行事や日々のレクリェーションを行っておりま

す。 

 

９．事故発生時の対応 

(1) 契約者への対応 

事故が発生した場合は、安全確保を最優先事項とし、状態確認により必要な処置を行い

ます。また、医療機関の受診が必要と判断された場合には、速やかに通院します。 

(2)家族、関係機関への連絡 

  事故発生時には、速やかに家族に連絡します。また、重大事故や医療機関を受診して何

らかの治療を要する事故等については、山形県並びに関係各機関に書面で報告します。 

(3) 賠償責任 

万一の事故の発生に備えて、賠償責任保険に加入しております。 

※事故発生時は、別途定める 社会福祉法人けやき「事故発生の防止及び発生時対応マニュア



ル」「急変時対応マニュアル」により対応します。 

 

１０．虐待の防止について 

事業所は、契約者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、担当

者を選定し、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が契

約者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（２）事業所内で、虐待防止のための対策を検討する委員会を３か月に１回以上開催 

し、その結果について職員に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止対策委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針整備、虐 

待等の相談・報告体制、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討等 

等を行います。 

（４）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（５）職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修（年２回以上）を実施して 

 います。 

（６）虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等 

関係者に報告を行います。 

 

１１．身体的拘束等の適正化 

原則として、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為は行いません。ただし 

契約者又は他の契約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合、契約

者又はその家族に説明し同意を得たうえで、次に掲げることに留意して、必要最低限

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、

経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 

 また、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３か月に１回以上開催 

し、その結果について職員に周知徹底を図っています。 

（１）緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、契約者本人又は他者の生命・身体に 

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性…身体拘束以外に、契約者本人又は他者の生命・身体に対して危険が

及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性…契約者本人又は他者の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ 

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１２．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）契約者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業所は、契約者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い



のためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

②事業所及び職員は、サービス提供をする上で知り得た契約者又はその家族の秘密を

正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続

します。 

④事業所は、職員に、業務上知り得た契約者又はその家族の秘密を保持させるため、

職員である期間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、

職員との雇用契約の内容とします。 

（２）個人情報の保護について 

①事業所は、契約者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

て、契約者の個人情報を用いません。また、契約者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で契約者の家族の個人情報を用い

ません。 

②事業所は、契約者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③事業所が管理する情報については、契約者の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際し

て複写料等が必要な場合は契約者の負担となります。） 

 

１３．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、契約者に対するサービスの提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

１４．衛生管理等について 

（１）契約者の使用する事業所、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の

助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（３）事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる



措置を講じます。 

 ①事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委

員会を３か月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底していま

す。 

 ②事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備してい

ます。 

 ③職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。 

 ④①から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の

対処等に関する手順に従った対応を行います。 

 

１５．料  金 

（1）基本料金、(2)その他の料金 

  別紙のとおり 

（3）お支払い方法 

・利用が終了した翌月の１５日まで請求をいたしますので、その月の末日までにお支払い

下さい。 

・お支払方法は、原則口座振替でお願いします。お支払いいただきますと領収書を発行い

たします。 

 

１６．利用の中止 

・ご利用の途中でサービスを中止して退所される場合は、利用料金は退所日までの日数を

基に計算します。 

・次の事由に該当する場合、ご利用中でもサービスを中止する場合があります。 

① 契約者が途中退所を希望した場合 

② 入所日当日、契約者の体調が悪かった場合 

③ ご利用中に体調が悪くなった場合 

④ 他の契約者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

 

 １７．契約の終了 

(1) 契約者の都合でサービスを終了する場合は、文書での申し込みによりいつでも解約でき

ます。その場合、その後の予約は無効となります。 

(2) 次に掲げる事由に該当した場合は、契約を終了いたします。 

① 契約者が死亡した場合 

② 契約者が要介護認定の更新において、自立と認定された場合 

③ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当事業所

を閉鎖した場合。 

④ 当事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合。 



⑥ サービス利用料金のお支払いを正当な理由なく３ヵ月以上遅延し、料金のお支払いを

催告したにもかかわらずお支払いがない場合。 

⑦ 契約者または家族等が当事業所や当事業所の従事者又は他の契約者に対して、この契

約を継続し難い背信行為を行なわれた場合。 

※サービス利用にあたっての禁止行為 

      1．事業所の職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷などの行為。 

      2．パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの

行為。 

      3．事業所の了解なく、サービス利用中に契約者本人以外の写真や動画の撮影、また

は録音などをすること、及びインターネットなどに掲載すること。 

⑧ 契約者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は、契約者

の入院もしくは病気等により、３ヵ月以上にわたってサービスが利用できないことが

明らかになった場合。 

⑨ 契約者が他の介護保険施設に入所した場合 

 

１８．施設利用に当たっての留意事項 

① 

 

面            会 

 

面会時間は午前１０時１５分～１２時 

午後２時１５分～４時１５分です。 

（面会カードに記入してください） 

② 

 

外       出 外出の際には、必ず行き先と帰荘時間を職員に申し出て、届

け出用紙に記入していただきます。 

③  飲  酒 ・ 喫  煙 飲酒は行事や希望によりお楽しみいただけます。 

施設内は禁煙となっております。 

④ 設備・器具の使用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用くだ

さい。 

⑤ 所持品の持ち込み 極力、最小限にして下さい。 

⑥ 

 

宗 教 活 動 等 施設内で他の契約者に対する宗教活動・政治活動はご遠慮

ください。 

⑦ ペ    ッ    ト 持ち込み及び飼育はお断りします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１９．緊急時の対応方法 

      契約者に容態の変化があった場合は、医師に連絡する等必要な措置を講ずるほか、 

    家族の方に速やかに連絡いたします。 

    

緊急時連絡先① 

氏        名  続柄  

住        所  

電 話 番 号  

 

緊急時連絡先② 

氏        名  続柄  

住        所  

電 話 番 号  

 

医 療 機 関  医 師 名  

住      所  

電 話 番 号  

 

２０．非常災害対策 

非常災害時 

の対応 

別途定める「社会福祉法人けやき防火計画」により対応します。 

防災設備        設備名称 個数等 設備名称 個数等 

自動火災報知機 ４ヵ所 屋内消火栓 ４ヵ所 

非常通報・放送装置 ２ヵ所 非常用電源 有り 

非常口 ３ヵ所 ガス漏れ報知機 １ヵ所 

防火扉 ※０ヵ所 スプリンクラー 全館 

カーテン・布団等は防炎性のあるものを使用しています。 

※併設の特養部分に設置してあります。 

防災訓練 別途定める「社会福祉法人けやき防火計画」により、年数回、夜間

及び日中想定避難訓練を利用者参加のうえ実施します。 

防火計画 毎年度４月に消防署へ届け出をします。 

防火管理者 石 川  正 光 

 

 

 

 

 

 



２１．相談・苦情等の窓口 

【サービス担当窓口】 

電話番号 ０２３５－６６－４８３１ 

担 当 者 指定短期入所生活介護施設特別養護老人ホームなの花荘   

在宅生活支援課長  本間 美和     

受付時間   月曜日～金曜日   午前８：３０～午後５：３０ 

 

【市町村の介護保険課担当窓口】 

・三川町役場（健康福祉課介護保険係） ０２３５－３５－７０３１ 

・鶴岡市役所（長寿介護課）      ０２３５－２５－２１１１（代表） 

・酒田市役所（介護保険課）       ０２３４－２６－５７３２ 

・庄内町役場（保健福祉課介護保険係） ０２３４－４２－０１５０ 

 

【山形県の国民健康保険団体連合会（国保連）】０２３７－８７－８０００（代表） 

・山形県福祉サービス運営適正化委員会   ０２３－６２６－１７５５ 

 

２２．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

   第三者評価は実施していない。 

 

 

令和    年    月    日 

短期入所生活介護利用にあたり、契約者に対して契約書及び本書面に基づ

き、重要な事項を説明しました。 

 

事 

業 

者 

 

住  所 

 

〒 ９９７－１３０１ 

山形県東田川郡三川町大字横山字堤１８９番地２ 

名  称 指定短期入所生活介護施設特別養護老人ホームなの花荘 

説明者 

 

職 名   

氏 名      ○印  

  

私は、契約書及び本書面により、事業者から短期入所生活介護施設の利用に

ついて重要事項の説明を受け同意いたしました。 

契

約

者 

住  所 

 

〒       － 

氏  名                                          ○印  

契約者が自ら署名困難なため、代理人         (続柄        )が代筆する 

代

理

人 

住  所 〒       － 

氏  名                            （続柄       ） ○印  



 

【別    紙】 

６．事業所の職員体制                 

 職 員 数       業   務   内   容        有 資 格  

管理者 １名(兼務) 職員等の管理及び業務の管理 社会福祉主事 

副管理者 １名(兼務) 所属職員の指揮監督 社会福祉主事 

医  師 １名(兼務) 利用者の診察、健康管理並びに健康チェッ

ク、保健衛生の指導 
医 師 

生活相談員 １名以上 

(兼務) 

利用者･家族の相談及びサービス調整 社会福祉主事 

介護支援専門員 １名(兼務) 施設計画作成及び管理評価 介護支援専門員 

総務係員 

 

３名(兼務) 介護報酬・利用者請求事務、経理事務、施

設管理事務 

 

看護職員 １名以上 利用者の健康状態把握及び処置 看護師・准看護師 

介護職員 ８名以上 利用者の心身状況把握及び介護 介護福祉士等 

機能訓練指導員 １名以上 

(兼務) 

利用者の機能訓練 看護師・准看護師 

運転手兼業務員 １名以上 

(兼務) 

利用者の移送及び施設内外の環境整備 大型自動車免許 

管理栄養士 １名以上 

(兼務) 

利用者の食事の献立作成及び栄養管理 管理栄養士 

調理員 ６名以上 

(兼務) 

利用者の食事の調理 調理師 

夜警員 ２名(兼務) 夜間における施設の安全保持  

清掃・厨房業務員 ４名以上 

(兼務) 

施設内清掃業務、洗濯業務、厨房業務  

 

７．事業所の設備概要 

     ・敷地面積   16.335㎡ 

 

     ・定    員      24名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居 

室 

個室      24室 浴 

室 

リフト付き浴槽      

1ヶ所  

機能訓練室       1室 個浴槽    1ヶ所 

食堂・談話室   3ヵ所 機械浴槽  1ヶ所 

医務室          1室 静養室         1室 



 

10．料  金 

(1) 基本料金  自己負担割合に応じて下記の料金になります。 

①  介護サービス費（１日あたり）  

                 

       

       

       

       

 

 

※上記利用料金は、基本料金のみです。サービス提供体制強化加算(Ⅰ)２２円と夜勤職員配置加

算１５円とまた生産性向上推進体制加算（Ⅱ）1 月につき１０円については別途加算されます。

また、送迎加算(片道)１８４円と緊急短期入所受入加算９０円、看取り連携体制加算６４円につ

いては個別に加算となります。なお、介護度や個別対応加算により異なりますが、介護サービス

費の総額に介護職員等処遇改善加算は 140/1000、を乗じた金額となります。  

※介護保険制度の改定や施設の職員体制変更等により、介護サービス費が変わる場合があります。 

 

②  食費（食材料費＋調理コスト）         

朝食 ３３５円   昼食 ６２０円  夕食 ５９０円（３食 １,５４５円） 

※トロミ剤が必要な方は、ご自宅で使用のものを各自で持参願います。 

※ご利用した食事数により計算します。 

※経管栄養の方で濃厚流動食を持参した場合は、各食調理コスト２６０円のみ 

いただきます。 

※療養食が必要な方は 1食当たり８円が別途加算になります。 

 

③  滞在費［個室］１日につき １,０５１円  

        

④ ※上記 ①～③ に係る利用料金については、所得に応じて軽減措置があります。 

 

（2）その他の料金 

① 理  容  費 １回あたり   ３,５００円 

② 電 気 代 ・電化製品 １日あたり １０円  

（テレビ・携帯電話、電気毛布、電気カミソリ(充電器あり)等） 

・酸素濃縮装置 流量により異なります。 

１日あたり ４０円（流量 1Lの場合）～ 

③ そ  の  他 買い物、行事費用等別途かかる場合があります。 

※サービス利用時は、金銭は極力お持ちにならないようお願いいたします。  

区  分 自己負担１割の場合 自己負担２割の場合 自己負担 3割の場合 

要介護 １ ６０３円 １，２０６円 １，８０９円 

要介護 ２ ６７２円 １，３４４円 ２，０１６円 

要介護 ３ ７４５円 １，４９０円 ２，２３５円 

要介護 ４ ８１５円 １，６３０円 ２，４４５円 

要介護 ５ ８８４円 １，７６８円 ２，６５２円 


